
知 立 市 農 業 委 員 会 総 会 議 事 録  

公 示 年 月 日 令和７年１１月１１日 

招 集 年 月 日 令和７年１１月２１日 

招 集 場 所 知立市役所 ３階 第２・３会議室 

参 集 時 間 午後２時００分、委員１３名、オブザーバー１名、事務局４名が参集 

出 席 委 員 

農業委員：２永田 治男 ３加古 和市  ４毛受 浩  ５杉原 敬浩  

７鈴木 和幸 ８近藤 喜代治 ９高村 昭広 11岩堀 秀治 

12髙木 芳夫 13藤井 公人  

 推進委員：16岡田 教孝 17石川 勝幸 18小野山 悦朗          

                                 計１３名                                                           

事 務 局 事務局長＝林 幸正、事務局職員＝田中 美幸、篠原 美帆、松原 牧子 

オブザーバー 大山 峰生 

欠 席 委 員 1岡田 めぐみ 6石原 國彦 10成瀬 廣美 14岡田 均 15平澤 信幸 

開 会 時 間 

午後２時１４分 開会宣言 

職務代理：挨拶 

     今日は、石原会長が勲章の伝達式出席で不在のため、代理で進行します。 

 

それでは、知立市農業委員会１１月総会を開催いたします。本日は岡田

めぐみ委員、石原会長、成瀬委員、岡田均委員、平澤推進委員５名からの

欠席連絡があり、委員１３人の出席です。 

     知立市農業委員会総会規則第７条の規定の定足数に達しておりますので 

     総会を開催します 

（午後２時１８分） 

日 程 第 一 
議事録署名委員の指名 

7番鈴木委員、８番近藤委員を指名します。（職務代理）  （午後２時１８分）                     

日 程 第 二 議案の審議 

議 案 第 １ 号 

 

 

 

 

 

 

農地法第５条の規定による許可申請について 

職務代理：まず初めに、議案第１号について、農地転用許可申請に必要な添付書類の

提出が間に合わないため、来月以降の審議案件とします。つきましては、

今回の議案第１号については、欠番で進めていきます。 

よって、本日の日程は、議案 3 件、報告３件です。議案に対する発言等

は議事録等の都合上、挙手の上、私より指名のあった委員のみの発言に

ご協力をお願いします。 

     それでは、只今より議案並びに報告をします。 

 



 

議 案 第 ２ 号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 案 第 ３ 号 

 

 

 

議 案 第 ４ 号 

 

 

 

生産緑地に係る主たる従事者証明願について 

事 務 局：【議案第２号議案書をもとに説明】 

職務代理：ありがとうございました。地元の委員さん他にありますか。 

毛受委員：この方は腰を痛めたことが主な原因ですが、何度かこの方のご自宅にい

きましたが、会えませんでした。息子さんが地元の不動産屋のため、様

子を聞きに行ってきました。耳も悪く、腰も徐々に悪くなってきたそう

です。そのため今回、生産緑地を解除することにしたそうです。その後

は売却予定とのことです。 

職務代理：ありがとうございます。他にありますか。 

なければ、採決を取ります。議案第２号生産緑地に係る主たる従事者証

明願について申請どおり証明して差し支えないと思われる方は挙手願い

ます。 

委  員：全員挙手 

職務代理：ありがとうございます。全員挙手ということでこの案件については申請

どおり証明することといたします。       

 （午後２時２５分） 

生産緑地買取り申出に係る農地の斡旋協力について 

事 務 局：【議案第３号議案書をもとに説明】 

職務代理：質問等ありますか。ないようでしたら、地元委員さんご協力をお願いしま

す。                     （午後２時２６分） 

 

農業経営改善計画認定申請書に対する意見について 

事 務 局：【議案第４号議案書をもとに説明】 

職務代理：ありがとうございます。ご質問、ご意見ありますか。 

     ないようでしたら、「意見なし」とします。   （午後２時３０分） 

職務代理：以上で議案審議は終了といたしますが、報告案件３件、農地法第４条第１

項第７号の規定による届出、農地法第５条第１項第６号の規定による届

出、農地法第１８条第６項の規定による届出について、事前にこの議案

書を見られてご意見、ご質問ありますか。 

なければ、以上で議案の審議は終了いたします。  

（午後２時３３分） 

 

そ  の  他 ・活動状況報告について（事務局）            （午後２時３４分） 

閉  会  時  間 

 

午後２時３６分閉会宣言 

職務代理：農業委員会総会を閉会します。         （午後２時３６分） 

 


